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子育てをがんばっているみなさんも時にはリフレッシュしませんか。この機会に産後の身体の

歪みをもどして自分磨きをしましょう。

日時 4 月 23 日（木）午前 10時 30 分～11時 30 分

場所 笠間市児童館 遊戯室（笠間市南友部 1966-140）

講師 菊池 聡子さん
き く ち さ と こ

対象 市内在住の生後 6か月～2歳までのお子さんとその母親（託児付き）

参加費 無料

定員 10 名（応募者多数の場合は抽選）

※抽選結果は 4月 20 日（月）に連絡します。

持ち物 ヨガマットまたは大判バスタオル、バスタオル 2～3枚、飲み物、動きやすい服装

申込方法 窓口で直接、または電話でお申し込みください。

申込期間 4 月 11 日（土）～19 日（日）

申・問 笠間市児童館 ℡ 0296-77-8340

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止になる場合もあります。

⑮ ママ・リフレッシュ～骨盤矯正～

厚生労働省では、戦没者遺骨について、遺留品などの手掛かり資料からご遺族が推定できる

場合には、ご遺族からの申請に基づいて DNA 鑑定を行い、親族関係が判明した場合ご遺骨をご

遺族に返還しています。

今般、遺留品などの手掛かり資料がない戦没者遺骨の身元特定のため、4月から硫黄島および

キリバス共和国ギルバート諸島タラワ環礁の戦没者のご遺骨について、ご遺族だと思われる方

からの申請を募り、厚生労働省保管資料や申請された死亡場所等の情報に基づき、ある程度戦

没者とのつながりが確認できる場合に、DNA 鑑定を実施することとしました。

DNA 鑑定を希望される場合は、下記宛てに申請書をご請求いただくか、厚生労働省ホームペー

ジから申請書をダウンロードしてください。

本 DNA 鑑定によって多くのご遺骨の身元が特定され、ご遺族に返還できるよう厚生労働省と

しても最大限努めているところですが、長期間経過したご遺骨を対象としていることや技術的

な制約もあり、必ずしもご期待に添えない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

ご不明な点等ございましたら、お問い合わせください。

問 厚生労働省社会・援護局事業課 鑑定調整室 ℡ 03—5253—1111(内線 4519・3506）

⑭ 戦没者遺骨の身元特定のための DNA 鑑定の対象地域を拡大します

便利な身分証明書 マイナンバーカード
取得はお早めに！


